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相続対策としての生命保険の活用 

１．生前の相続対策の目的は、①自分の財産を自分

が希望する人に確実かつ円滑に引き継ぎたい、

②自分が亡くなった後、相続人の間で紛争にな

らないようにしたい、③相続人の相続税の負担

を軽減したい、ということにあると思います。 

２．これらの目的を達成するための方法の１つが、

生命保険への加入です。死亡保険金は、保険金

受取人である相続人が他の相続人と何ら協議し

なくても保険会社に請求することにより直ちに

確実に受け取ることができ、しかも、「５００万

円×法定相続人の数」の金額について相続税が

非課税とされています。 

３．相続対策として有効な生命保険は、自分が死亡

したときに相続人が保険金を受け取れる保険、

すなわち、「契約者が自分、被保険者も自分、死

亡保険金受取人が相続人の誰か」である保険で

す。そして、一定期間しか保障されない定期保

険や養老保険ではなく、一生涯保障される「終

身保険」になります。特に、保険料が一時払い

である終身保険は、直ちに現金や預貯金を生命

保険とすることができ、また、高齢の方でも加

入しやすく、相続対策の効果が高いと言えます。 

４．死亡保険金の受取人は、配偶者ではなく、子供

の中の１人にした方が良いでしょう。配偶者に

は相続税の税額軽減の特例があり、対策する必

要性が低いですし、配偶者が保険金を受け取る

と、配偶者の相続のときに相続税がかかってし

まいます。また、保険金の受取人を「相続人」

としたり、複数の人を指定したりすると、円滑

に保険金を請求できないおそれがありますの

で、止めましょう。子供全員を保険金の受取人

にしたい場合には、子供の人数分の保険契約 

  を締結することをお勧めします。 

５．被相続人（亡くなった人）が相続人に対し生計の

資本等として生前に贈与した財産（特別受益）が

ある場合、遺産分割では、共同相続人間の公平の

観点から法定相続分を修正する要素になります。 

また、遺言等により他の相続人の遺留分を侵害し

ている相続人が特別受益を受けていた場合（民法

改正により相続開始前１０年以内の特別受益に

限定されました）には、遺産に特別受益を加算し

て遺留分額を計算するとされています。 

６．被相続人が生前に保険料を払い込み、特定の相続

人が受領した死亡保険金が特別受益になるか否

かが問題となりますが、死亡保険金は、原則とし

て、特別受益には当たらないとされています。 

７．もっとも、保険金の額、この額の遺産の総額に対

する比率のほか、保険金受取人である相続人及び

他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の

生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、保険金

受取人である相続人とその他の共同相続人との

間に生ずる不公平が到底是認できないほどに著

しいと評価すべき特段の事情がある場合には、特

別受益に準じるものとされています（最高裁平成

16 年 10 月 29 日判決）。 

８．裁判例では、遺産総額１億０１３４万円、保険金

１億０１２９万円の事案（東京高裁平成 17 年 10

月 27 日決定）や、遺産総額８４２３万円、保険

金５１５４万円の事案（名古屋高裁平成 18 年 3

月 27 日決定）で、特段の事情が認められました。

他方で、遺産総額６９６３万円、保険金４２８万

円の事案（大阪家裁堺支部平成 18 年 3 月 22 日審

判）では、特段の事情は認められませんでした。 

９．効果的な相続対策を行うため、生命保険を上手に

活用するとよいでしょう。 
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